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○ 若年層の投票率が依然として低迷していることから、将来の有権者に対する啓発につい

て、学校教育と連携して積極的に取り組むべきものと考えている。 
 

○ 本県においては、まずは明るい選挙推進協議会が学校に働きかけて各種啓発の取り組み

を重ねること、その上でその情報を発信しながらより多くの学校に取り組みを拡げていく

ことで、学校教育と連携した啓発を推進してきている。 

 

○ 本県における学校教育と連携した各種啓発事業の実施にあたっては、次の事項を重視し

ている。 

 ① 発達・学習段階に応じた内容の工夫 

   より効果的な啓発となるよう、児童・生徒の発達・学習段階に応じて内容を工夫する。 

   また、事業実施後に参加者にアンケートを行い、その内容を踏まえて見直しを行う。 

 ② 参加等による意識向上 

   各種イベントやものづくり等を通じて、参加者の政治・選挙への関心を高める。 

   また、必要に応じて表彰を行い、更なる意識向上の契機とする。 

 ③ 家庭や地域への波及 

   参加者に対して、家庭において政治や選挙について話題とすることを促し、啓発効果

を家庭へと波及させる。 

   また、積極的に報道機関へ情報提供を行い、家庭や地域への更なる波及を図る。 

 

○ しかしながら、社会参加意識と政治的リテラシーを有する主権者を育てる「主権者教育」

を推進するためには、以上のような明るい選挙推進協議会の取り組みだけでは、時間的・

内容的に限界があるといわざるを得ない。 

  このため、学校教育においても、主体的に政治教育及び選挙学習（以下「政治教育等」）

を行う必要があり、文部科学省、教育委員会及び各学校が一体となって、下記①及び②に

積極的に取り組むべきであると考える。 

 ① 政治的教養は教育上必要であると規定する教育基本法第 14 条第１項の趣旨に則り、

模擬投票、新聞を教材として活用した授業等の多様な手法による政治教育等を実施する。 

 ② 次期学習指導要領及び学習指導要領解説において、政治教育等に関する記述をより明

確にすることにより、学校教育における政治教育等の比重を更に高める。 

 

○ 将来の有権者に対する啓発は、明るい選挙推進協議会と学校教育のそれぞれが役割を担

い、その相乗効果により強力に推進される「主権者教育」でなければならない。 

 

 

 

資料１ 



 

 

山形県における学校教育と連携した啓発事業について 

 

【常時啓発事業】 

 ⑴ 選挙啓発パンフレットの配布 

  ア 小学校６年生向けパンフレット 

    平成 14年度より作成し、県内全小学校の６年生全員（約 11,000人）に配布。 

    小学校に対しては、社会科の授業や総合学習の時間などにおける教材等としての 

活用を依頼。 

    内容は、なぜ選挙をするのか学校生活に置き換えて説明するもの、議員が誕生す 

るまでの流れや議員の仕事について説明するものなど。 

  イ 高校３年生向けパンフレット 

    平成 15年度より作成し、県内全高等学校の３年生全員（約 11,000人）に配布。 

    高等学校に対しては、公民の授業等での活用を依頼。 

    内容は、２年後に選挙権を持つことを強調し、将来の有権者としての自覚を促す 

もの。 

 ⑵ 明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施 

   県教育委員会、市町村教育委員会の後援の下、各市町村選挙管理委員会を通じて県 

内の小・中・高校から作品を募集。 

   一部市町村は、明るい選挙推進協議会委員や選挙管理委員が学校を訪問して募集を 

呼びかける、学校の美術教諭や教育委員会関係者に審査員を依頼する等の連携を実施。 

   例年、2,000点前後に及ぶ多数の応募がある。 

 ⑶ 選挙啓発出前講座の実施 

  ア 小学校 

    平成 18年度、20年度に実施。（各１校） 

    社会科の授業において選挙に関する授業を実施。授業の内容を取りまとめた「選 

挙啓発授業報告書（学習指導案）」を作成し、県内全小学校に配布。 

    市町村にも資料を提供し、以後の市町村の取り組みを支援。 

  イ 中学校 

    平成 19年度～21年度に実施。（各１校） 

    生徒会役員選挙の日に合わせて、選挙に関するミニ講座を実施。 

    市町村にも資料を提供し、以後の市町村の取り組みを支援。 

  ウ 高校 

    平成 15年度から毎年実施。（県内４ブロックで各１校以上が目安） 

    選挙に関するミニ講座、模擬投票、選挙クイズ等を実施。 

    平成 22 年度には、県内高校の新生徒会役員が集まる「生徒会ニューリーダーセミ

ナー」（於 県青年の家）においても講座を実施。 

  エ 大学 

    平成 20年度から毎年実施。 

    山形大学において「政治学入門」を受講している大学１年生を対象に、選挙管理 

委員会の仕事の内容、電子投票、投票年齢の引き下げ等の話題を交えながら、選挙 

制度についての講義を実施。 



 ⑷ 選挙啓発公開講座の開催 

   毎年、県内各地の明るい選挙推進協議会委員等を対象とした講座を開催。現場の教 

諭にも選挙教育への意識を高めてもらうべく、県内の小・中・高校の社会科教諭等を 

招き、選挙教育の実践事例を基にした討議等を行っている。 

   開催にあたっては、県教育委員会、県連合小学校長会、県中学校長会及び県高等学 

校長会から後援を得ている。 

 

 

【臨時啓発事業】 

 ⑴ 白ばら啓発隊出発式への高校生の参加 

   国政選挙や県の選挙の公示日（告示日）翌日に開催される「白ばら啓発隊出発式」 

に高校生の参加を依頼。 

   平成 22 年の参議院議員通常選挙の際は、県立村山農業高校のクラブ「又新連（ユウ

シンレン）」が「むらやま徳内ばやし」演舞を披露。 

 ⑵ 手袋めいすいくんの作製 

   平成 19 年の県議会議員選挙の際、白鷹高等専修学校の指導の下、寒河江市の高齢者

の会「健友会」が作製。 

   啓発グッズとして活用。 

 ⑶ めいすいくん帽子の作製 

   平成 21年の県知事選挙の際、県立東根工業高校に作製を依頼。 

   街頭啓発等に活用。 

 ⑷ 高校生メッセンジャーの委嘱 

   平成 21 年の県知事選挙の際、県立左沢高校の放送部、県立天童高校の演劇部の生徒

を高校生メッセンジャーとして委嘱し、テレビ・ラジオ番組内で投票の呼びかけを実 

施。 

 ⑸ めいすいくん小便小僧 

   平成 22 年の参議院議員通常選挙の際、山形女子専門学校、県立村山農業高校に作製

を依頼。 

   選挙期間中、ＪＲ北山形駅と村山駅前にある小便小僧の衣装を「めいすいくん」の 

衣装に衣替え。 

 ⑹ 街頭啓発への大学生の参加 

   平成 22 年の参議院議員通常選挙の際、県明るい選挙推進協議会委員の大学教授を通

じて、東北公益文科大学の学生に街頭啓発への参加を依頼。 

 ⑺ ぬり絵による選挙啓発 

   平成 22 年の参議院議員通常選挙の際、県内の保育所、幼稚園を訪問し、選挙啓発の

ぬり絵を園児に配布。 

   完成したぬり絵をスーパー等に展示。 

 

 

 

 



 

 

山形県における選挙啓発高校生出前講座について 

 

１ 経過 

年度 実績 主な動き 

H14  県明推協会長が、若年層の投票率低下について、県内高校長に問題提起 

出前講座実施への理解・協力を求める 

H15 １校（  190名） 出前講座を開始 

H16 １校（  200名）  

H17 ４校（  720名） 対象校を県内４ブロック各１校に拡大 

H18 ５校（1,060名）  

H19 ３校（  350名）  

H20 ３校（  210名）  

H21 ３校（  319名） 県明推協が(財)明推協より明るい選挙推進優良活動表彰を受ける 

 

H22 ７校（  906名） 実施校が倍増 

新生徒会役員が集まる「生徒会ニューリーダーセミナー」で講座を実施 

 のべ 27校・3,955名  

 

 （参考）年齢別投票率の推移 （山形県選挙区・国内） 

 20代前半 20代後半 県計 

第 20回参院選(H16) 32.98 40.12 61.75 

第 22回参院選(H22) 36.94 46.38 63.97 

増減 +3.96 +6.26 +2.22 

 

 

 

２ 内容 

  実施時間や参加人数に応じて、概ね次の項目により「どうして選挙は大切なのか」を 

テーマに講座を開催する。 

 ⑴ 選挙制度等に関する講座（パワーポイントによるスライド使用） 

 ⑵ 「開く投票用紙」による投開票体験 

 ⑶ 選挙クイズ（開票をしている間に実施） 

 

 （参考）タイムスケジュール（５０分） 

○あいさつ 

 

（５分） 

○選挙講座 

 

（２０分） 

○模擬投票 

○選挙クイズ 

（２０分） 

○まとめ 

○アンケート 

（５分） 

 

 

 

県明推協会長が高校長会等において積極的に働きかけ 
出前講座について高校間で広く知れ渡る 

県教委が県内全県立高校へ出前講座の

積極的な活用を呼びかける文書を送付 

若年層の投票率が増加 



３ 実施までの流れ 

高校 県明推協・県選管 市町村選管 

   

 

４ 受講者アンケートの結果（平成 22年度 ７校合計） 

 ⑴ 講座を受けての感想 

  ① よかった      ６８０人（全体の約８２％） 

  ② ふつう       １３８人 

  ③ よくなかった     １１人 

 ⑵ 将来、選挙権を持ったら投票したいと思うか 

  ① 投票したい     ７０６人（全体の約８５％） 

  ② 投票したくない    ２０人 

  ③ わからない     １０６人 

 ⑶ 若者の投票率が低いことについて、どのように思うか 

  ① 問題である     ６６２人（全体の約８１％） 

  ② あまり気にならない １０９人 

  ③ わからない      ５１人 

 ⑷ 講座の中で興味を持ったもの（上位５つ） 

  ① 本物の投票用紙・投票箱を使った模擬投票 

  ② 選挙クイズ 

  ③ 若い有権者の意識調査の結果 

  ④ なぜ選挙は大切なのか 

  ⑤ 年齢別投票率 

教育委員会に協力要請 

(学校教育・生涯学習) 

会長が高校長へ出前講座実施を打診 

出前講座実施を決定 

実施校担当教諭と事務局担当者が実施に向け打合せ 

実施に向け準備 
プレスリリース 

県明推協・県選管が市町村選管に出前講座への協力を依頼 
事務局担当者が実施に向け打合せ 

出前講座の実施 

会長と事務局が当該年度

の出前講座の方針を協議 

実施に向け準備 
プレスリリース 

実施に向け準備 
(投票箱、記載台、計数機) 



 

選挙啓発高校生出前講座開催要領 

 

１ 趣旨 

  選挙は、私たちの生活と密接な関わりを持つとともに、社会生活を送る上で極めて重 

要な意義を持つものである。しかしながら、近年は若い世代の投票率の低下が著しく、 

次代を担う若者の選挙離れに歯止めをかけることが課題となっている。 

  このため、まもなく選挙権を有することとなる高校生に選挙の仕組みや投票の大切さ 

を学習してもらうことで、若い世代の投票意識の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 主催 

  山形県選挙管理委員会 山形県明るい選挙推進協議会 

  （共催：市町村選挙管理委員会 市町村明るい選挙推進協議会） 

 

３ 対象校及び参加者 

  各総合支庁の管内ごとに概ね１校を対象とする。各校における参加範囲は、対象校

との協議により決定する。 

  【注：県内に４つの総合支庁がある。対象は主に３年生。】 

 

４ 日時及び場所 

  実施時期については対象校との協議により決定し、開催する場所は対象校が指定する 

場所とする。 

 

５ 内容 

  実施時間や参加人数に応じて、概ね次の項目により「どうして選挙は大切なのか」

をテーマに講座を開催する。 

 ⑴ 選挙制度等に関する講座（パワーポイントによるスライド使用） 

 ⑵ 「開く投票用紙」による投開票体験 

 ⑶ 選挙クイズ（開票をしている間に実施） 

 

６ その他 

  実施にあたっては、事前に報道機関に情報提供を行う。 

 

 



 

形 明 協 第 28 号 

平成 20 年 3 月 12 日 

 

 

  文部科学大臣 渡海 紀三朗 様 

 

 

山形県明るい選挙推進協議会 

会 長  松 浦  宏 之 

 

 

 

 

小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案等に対する意見について 

 

このことについて、別添のとおり意見を提出しますので、よろしくお取り計らい願 

います。 

 



別添 

 

教育基本法第 14条第 1項では、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重 

されなければならない。」と政治教育の重要性について規定されています。 

また、昨年、日本国憲法の改正手続に関する法律（平成 19年 5月 18日法律第 51号） 

が公布され、満 18歳以上の日本国民に投票権が与えられたほか、選挙権年齢を満 20歳以 

上から満 18歳以上に引き下げることが求められたところです。 

このような中で、若者が主権者としての自覚を持ち、政治・選挙への積極的な参画が求 

められるところですが、近年の若年層の投票率低下傾向が著しいことに鑑みれば、学校教 

育において、政治教育・選挙学習の比重を更に高めることが肝要であると思われます。 

しかしながら、このたびの学習指導要領案は、現在の学習指導要領と比較して、政治教 

育や選挙学習について内容を充実する記述に乏しく、将来を担う若者の政治参加が更に低 

下するのではないかと懸念されるところです。 

以上から、小学校学習指導要領案並びに中学校学習指導要領案の社会科（小学校は６学 

年、中学校は公民分野）において、下記の事項に留意され、「目標」、「内容」及び「内容 

の取扱い」に政治教育及び選挙学習に関する記述を一層充実することを求めます。 

 特に、今後作成される「小学校学習指導要領の解説」及び「中学校学習指導要領の解説」

においても同様に、政治教育及び選挙学習に関する記述の充実を求めるものであります。 

記 

１ 自分たちの生活と政治の関わりを考えさせることによって政治の重要性を理解さ 

せ、政治への関心を醸成すること。 

２ 民主政治を推進するためには国民の投票参加が不可欠であり、従って、選挙は、 

国民の権利であると同時に、公民としての任務であることを認識させること。 

３ 民主政治についての知識・理解だけでなく、国家・社会の形成者としての判断力・

実践力を養成すること。このため、社会科だけでなく、総合的学習の時間なども活 

用し、模擬投票など多様な体験学習を行うこと。 

４ 特別活動としての学級活動、児童会活動を活性化し、学級委員選挙、生徒会長選 

挙を行うなど、日常の学校生活の中で民主主義を体験させること。 

５ 中学の公民的分野の時間を確実に確保するため、従前同様、歴史的分野の学習は 

２学年で修了できるようにすること。 

 

 

 














